
 

本計画は、条例第 8条に基づき、犯罪被害者等支援を総合的・計画的に推進するための基本
方針と具体的取組を示すもので、本市の施策推進の指針となります。浦安市総合計画と整合を
図るとともに、国の「犯罪被害者等基本計画」及び千葉県の「千葉県犯罪被害者等支援推進計
画」を踏まえています。 
初回の計画は国と県の計画改定時期を踏まえ、令和 8年度から令和 9年度までの 2年間と
し、その後は社会状況や上位計画の改定等を踏まえ、5年ごとに改訂します。 

３．計画の基本的な考え方 

条例第３条の基本理念を踏まえ、犯罪被害者等が直面している困難な状況を打開し、その権

利利益の保護を図るという目的を達成するため、５つの基本方針を定め、３つの取組の柱を掲

げ、基本施策及び主な取組を示しています。 

また、被害の早期回復及び軽減と生活再建の支援を推進するために、「浦安市犯罪被害者等

支援相談窓口」を設置し、ワンストップサービス、庁内横断連携・重層的支援を実施します。 

 

２．計画の位置づけ・計画期間 

国は、犯罪被害者等の権利利益を保護するため、犯罪被害者等基本法を制定し、犯罪被害者等

基本計画を策定しております。また、千葉県では、令和３年に千葉県犯罪被害者等支援条例が制

定され、それに基づく千葉県犯罪被害者等支援推進計画により支援が進められております。 

本市では、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復又は軽減並びに生活再建の支援及び権利利益
の保護を図ることを目的に、浦安市犯罪被害者等支援条例を、令和７年４月１日に施行しました。 
本計画については、市民が安心して生活することができる地域社会の実現に寄与するため、条
例に基づき犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進するために策定するものです。 

浦安市犯罪被害者等支援推進計画（令和８年４月策定）の概要（案） 

４．計画の体系 １．計画策定の趣旨・目的 

【支援体制図】 

市民経済部 市民安全課 

 


